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教育現場における食物アレルギーへの社会的対応

荒川浩一（群馬大学大学院医学系研究科小児科学分野）

1．はじめに

　平成24年12月に東京都調布市の小学校において，牛

乳アレルギーの児童が学校給食でアナフィラキシー

ショックを来し死亡したという痛ましい事故があっ

た。それを契機に全国の小・中学校での食物アレルギー

に対する認識が非常に高まったが，やや遅きに失した

感は否めない。文部科学省は，平成26年3月26日に，

学校給食における食物アレルギー対応に関する調査研

究協力者会議最終結果を報告した。その中では，①学

校給食における食物アレルギー対応の基本的な考え方

として，「学校のアレルギー疾患に関する取り組みガ

イドライン」ユ）や「学校生活管理指導表（アレルギー

疾患用）」に基づく対応，②都道府県・市区町村教育

委員会におけるアレルギー対策研修会の充実③学校

におけるアレルギー対応の体制整備，緊急時の体制整

備保護者との連携などを中心に取り上げている。

　群馬県においては県教育委員会の調査にて，小・中

学校（公立学校）の児童生徒で食物アレルギーが5％，

アナフィラキシーが0．3％の有病率であることが明ら

かとなった。これまでにも，群馬県では，県教育委員

会が食物アレルギーの対応を重要課題としてとらえ，

「アレルギー疾患用学校生活管理指導表：群馬版」

（図1）ならびに「管理指導表活用の手引き」（図2）

　　　　　　　平成21年6月初版
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学校生活管理指導表

主治医　様

学校（園）における子どもの健康管理を適切に行うために、「アレルギー疾患用

学校生活管理指導表」を作成しましたので、必要事項について御記入をお願いい

たします。

その後、保膜者から学校（園）に提出し、健康管理のために活用します。

なお、症状などの状況に応じて指導内容に変更などがある場合は再度御配入を

お願いいたします。
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5－2．食物アレルギー・アナフィラキシー発症時の対応
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〔病型・治療〕尊当するものに⊂｝印を付LtT〈ださい。また、必要事項を記入してください。

A　食物アレルギー病型　　　　　　　　B．アナフィラキシー病型　〔食物アレルギーありの場合のみ記λすi｝　　　　　　　　（アナフィラキシーありの場合のみ藺λする）
即時型
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図1　学校生活管理指導表　群馬版
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平成21年6月初版

緯鶉麟蹴捲畷、㌢論、てL、Sす．

学校生活管理指導表に基づく取組

1，学校（園）は、アレルギー疾患を有する子どもに適切な健康管理や指導を行うにあたり、

各疾患の特徴を理解し、主治医からの指導に従って進める二とが大切です。疾思によっ

ては、症状が運動や食物摂取後、急速に進行する嵩合もあることから．緊急時対応の体

制づくりをしておく必要もあります。

2．［アレルギー疾患用学校生活管理指導表、似Fザ般生鷹管硬構禰喪．と）・う．｝は別紙様式を

使用し、アレルギー疾患を有する子どもに闇する情報をキ治医等が記載し、保護者を通

じて学校（園）に提出されます。

3．学校牛活管理指導表に基づく学校における健康管理や指導の流れ

（1）　学校は、保　　が　　上　配　　　理ル膓　　　△　「m　生．－　　　．”

．LS［L
（1］　蝕1の保護者は、主治医（医療機関）に「学咬牛情管理指導衷1を持夢L、記人を

　依頼します、

｛］｝　学校〔園）は、提出された．学et　，」活管理指導表」をもとに，符理職や養瞳教諭、担

　任等関係職員が共噸理解を図るとともに、校内の体制づくりに努ぬます、．

　また、状況に応じ、学校（圃）と保護者、学校医等閣係者と学校での配慮事項や対応

　などについて相談を行います、

4．ta・tについて

　1気管支ぜん息llアトピー性庄膚炎、「アレルギー性結膜炎1「アレルギー性鼻炎、1食

物アレルギー・アナフィラキシー」の各様式は、切り離さずセットで保護者が医療機関

に持●しま†．

　医師は必要な様式に記人してください．

群馬県匿師会群馬県教育委員会

＝　【食物アレルギー】【アナフィラキシー］

〔病型・治療〕の欄について

子どもにみられる食物アレルギーは、表に示す即時型・ロ腔アレルギー症候群・食物依存性遭勘妖
発アナフィラキシーの．aつの病型に分類されます。

臨廉製 免症年齢 頻度の高い食品 アナフィラキシー
シ∋ツクの可能性

食物アレルギー
の槍序

即蒔型

じんましん、アナフィ
ラキシーなど

乳幼児期～成人期
甲殿類、鶏卵．そば
小麦、里物瓢．牛乳
魚頃、ビーナツツ尊

十十 1嘉ε依存壁

ロ腔アレルギー症候眉
こo鵡

幼児期～蔵人期 新鱗な果物、野菓零 ±～十 ：‘ε依存顧

食物依存性直動騰尭ア
ナフィラキシー

学■廟～椛人期 小夏、エビ、イカ尊 ＋十十 1‘E依存壁

（注）

〔1）　ロ腔アレルギー症候群とは、新餌な集物や野菜、木の実類の食俵5分以内に口腔内の症状〔のど
　のかゆみ、ヒリヒリイガイガ．謄れぼったい）が出現する。5SC程度に全身的な症状に進むことが
　ありますu花粉との共通抗原が原因です。
C2｝　食物依存性運動誘発アナフィラキシー一とは、原因となる食物（小量、エビ、イカ等〕を摂取して2

　時聞以内に一定量の運助をすることによリアナフィラキシー症状を起こす疾患です。頻度は中掌生
　で6000人に一人程度で．重篤な症状に至ることもあり、注意が必要ですp

（「）食物アナフィラキシー
（2｝食物依存性運動賄免アナフィラキシー
（3）適動騰発アナフィラキシー．食軍との関迎なし
（4）毘虫．ハチ、蚊、ゴキブリ、ガ、チョウなど
（5｝医藁品；抗薗菓、非ステロイド系抗炎症薬など
く6）その他ラ〒ックス（天然ゴム｝

子どもの年代での原因食物として、鶴卵、乳製品、甲殻類、そば、某物姐．魚類、ピーナ・ンツ．軟
体顛．木の実類．大豆で全体のB8．図％を占めます。

食物アレルギーは、年齢とともに酎性が獲得されることが多く、　1　での　　のみ　　　いl

　IE　のみ　　　　　　’かな　　の　　　　　　　　　IE　　　　　　　　　て
し　　．

除去品目敵が多いと対策が大頁になるだけでなく、成長発違の著しい時期の栄養のバランスが煩る
ことにもなります．

子どもが食物アレルギーおよびアナフィラキシーを鋸症した噛含、その症状に2tて適切に対応を
とることが求められます。

尭症に債えて俵薬晶を処方す6場合には、その便用法を含めた封応を記薮します。実際の医薬晶と

しては、皮膚症状などの経症症状に対する　　　　　ヒス　ミン　　　ロスーロイド　）と、アナフ
イラキシーショックに対して用いられるア’レナ1ン自己｝　　「エピペンSとなりますe

樟式5－2の食物アレルギーおよびアナフィラキシー発症時の対応（マニュアル〕を参考にして、
症状の程度に応じて治療・対応するように具体的に指■します。特に、判断に迷った時は積極的に治
療していくように指示します。

　　　　　　　　　　　　－9一

図2 学校生活管理指導表活用の手引き　群馬版

の作成や，教職員を対象にした研修会を実施していた。

しかし，実際には管理指導表は十分に普及せず，自治

体や教育委員会，学校ごとに認識も対応もまちまちで，

全県下で統一した対応方針がなかった。今回の死亡事

故を契機に，平成25年9月に県教育委員会が編集し，

県医師会が監修した「学校における食物アレルギー対

応マニュアル」2）を発刊し，群馬県版の「学校生活管

理指導表（アレルギー疾患用）」と併せて，県内の小・中・

高等学校に周知を図り，全県を挙げて取り組みを実施

している。http：／／wwvuprefgunmajp／03／x5000049

からダウンロード可能である。

II．学校における食物アレルギー対応マニュアル（群

　　　馬県版）

療法が指示されている児童に対して，学校での給食対

応を実施する。単に保護者の希望に沿ってのみ行うも

のではなく，家庭でも原因食品の食物除去療法を行い，

定期的に受診し，評価を受けている児童生徒を対象に

することを明記した。

　　各学校においては，給食における適切な対応を検討

し，全教職員が共通理解を図り，より安全な学校生活

管理を目指すために「校内食物アレルギー対策委員会」

を設置し組織的に対応することを提言している。委員

会では給食配膳や緊急時の対応に関するシミュレー

ションを定期的に実施するよう推奨している。群馬県

では，平成26年2月までに81．7％の学校で設置が進ん

でいる。

　対応マニュアルは，①基礎知識，②食物アレルギー

のある児童への対応，③学校給食にける対応，④緊急

時（アナフィラキシー）の対応の4部構成からなり，

基礎知識では食物アレルギーの疫学や原因，病態など

幅広く基礎的な内容を入れている。本稿では，②の食

物アレルギーのある児童への対応から述べる。

1．対応すべき食物アレルギーの児童とは

　　食物アレルギーをもつ児童への学校給食における対

応の基本方針として，医師により食物アレルギーと診

断され原因食品（アレルゲン）が特定され，「アレルギー

疾患用学校生活管理指導表」により医師から除去食物

2．食物アレルギーのある児童への対応

　　主治医が学校生活管理指導表を記載し，それに基づ

いて「校内食物アレルギー対策委員会」と保護者が相

談して，給食における対応方法を決定する。各学校や

調理場の状況（人員や設備の充実度作業ゾーン，自

校式かセンター方式かなど），児童生徒のアレルギー

の状態（重症度や除去品目数など）により個別に決定

していく。学校における食物アレルギー児への基本的

な対応として，食物アレルギーの診断を確実に行い，

給食で食物除去対応を要する児童生徒に対しては，原

則として全例，生活管理指導表を記載することにして

いる。また，給食での対応の基本は，誤食のリスクを
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避け児童生徒が安全に学校生活を送るという観点から

は“完全除去”か“解除”の両極で進めることである。

これに対して，保護者側からは，「保育園では対応し

表1　卵アレルゲンの抗原性の強さによる指導

抗原の強さ 除去する主な食品

最も強い 生卵，半熟卵，マヨネーズ

強い
卵料理（オムレツ，茶碗蒸し，卵焼き，

ランブルエッグ）

スク

やや強い

卵を多く使ったお菓子（カステラ，

卵ボーロ，プリン，アイス）

練り製品（ハム，ソーセージ，かまぼこ）

ケーキ，

弱い
食パン，クッキー，ビスケット，天ぷら粉
麺類のつなぎ，固ゆで卵黄

表2　学校生活管理指導表の課題

・保育園では対応してくれたのに，なぜできない

か？

・ 自宅では加工品を食べているのに，なぜ食べら

れないのか？

・主治医から，アレルゲン性が（弱い，やや強い，

強い，最も強い）の区分でやや強いものは食べ

られると言われたのに，給食で食べられないの

はおかしい

・ 学校生活管理指導表の文書料が高い

・学校生活管理指導表を出さない親がいる

・管理事項に記載が全くない（除去の指示など）

・ 医師により管理法が異なり，困惑する

・緊急時の責任が持てないため，連絡先の記載を

躊躇する

・ 学校生活管理指導表の記載が2～3月に集中し

大変である

・ 保護者に要望され複雑な対応を記載してしまう

・ 診断に負荷試験を求められるが，容易ではない

てくれたのに，なぜできないか」，「自宅では加工品を

食べているのになぜ食べられないのか」，「主治医から，

アレルゲン性が（弱い，やや強い，強い，最も強い）

の区分（表1）でやや強いものは食べられると言われ

たのに，給食で食べられないのはおかしい」などの声

も聞かれている（表2）。

　実際に給食において種々の対応を求められ，学校側

も困惑することも見受けられる。抗原性の強さによる

段階的な対応をする場合例えば鶏卵アレルギー児

に対して菓子パンは摂取可能と言われた場合に，メロ

ンパン1個では鶏卵1個分以上の卵タンパク量が含ま

れている一方で，小さな飴パン1個では，鶏卵の1／17

個程度と大きな格差がある（表3）。小麦に関しては，

ゆでうどん1人前（200g）と8枚切りの食パン1枚

が同等の小麦タンパク量であることを認知している学

校栄養士がどれだけいるであろうか。さらに，食べる

量が増えれば，当然，摂取タンパク量も増えることに

なる。それを，個々の生徒に対して学校側が判断する

ことは相当困難と思われる。このように，段階的で複

雑な対応は危険が伴う可能性が強いが，それについて

学校側から保護者に説明し理解を求めてもなかなか納

得されないと思われ，主治医が保護i者に丁寧に説明し

なければならないであろう。

　群馬県では，学校給食には，そば，ピーナッツは使

用しないこと，新規発症の原因となりやすい食べ物（種

実・木の実類やキウイフルーツなど）に関しては注意

喚起とした。さらに，誤食の危険性がある「おかわり」

を禁止としたことも特徴と思われる。

表3　市販加工食品中の鶏卵総タンパク量

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　柳ンパク　タンパク含有レKル

レペ此鳴　（〉　1　，60e職〆曇1

レベル5く1－一拍口9〆彊）

北海逢ポテ転のクW一ムシ予ユー

キューピー欄1ビーフー枝たっぷuた
こ罎うる》

はじめてのぼうろ

t50St食

05げ慰1鯛分）

o．449〆tS

【

★★青

e－’香

3．70

1．oo

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1．47
麗レペル◎唱乳レペル0＿，　　　　　　　　　　　　　　　　　・　　・
チヤルメ等塩　　　　　　　葡鞠　　　　　egfi　　o騨融灘圏
Mサイズ鶏卵（全卵約60匿｝をts分間翻ゆでした卵〔re22ngA　gO

卵噛＝1320nng
　　　　　　　　　　　　　　　　加工食品中のアレルゲン舎有量より一部引用
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驚急時対応の実際

E 4■　　子供用の机と鱒子各4垣　　　名礼【各先生・子ども・鴻防署・敏急犀）　　口蔚用のエピベン

　畠部●の覆示｛保健室・限員造・捜長室・飴食憲）　債．AED、祖果　その紘

　猷立衷　成分表
　給食セツト（お盆　お椀　など）

　■人ファイル（アレルギー連枯累・偵別対応プラン・経過観察記録表｝

ロ　ルブレイ

：役任。。

児　童　　曹井　　金子　　大頭賃　　生方

校　長　　田ロ

教　煩　　掬野

養頃教笛　昌田

栄費士　　山■

且員室にいる教願員　　友松　娘田野山u

校医・消紡署・救急廊　　　栓島先生

あらすじ　　ナレーター　山本

ここは、　3年B亀　です．

これから、みんなが特っていた給食です．今日の献立は．エビ団子λり春雨スープ、高崎丼、みかん、牛乳です．

吉井8は、エビのアレルギーがあるのでエビを除去した田干入りの春蘭スープです．賠肉入りの団子なのでみん

なの団子と少し色が違います，同じグループの大須貿Eんのお椀にはたくさん団子が入っていました．吉井8の

B椀には1■しか入っていなかったので、1つ分けてもらいました．お母さんから今Hの飴食は「えび団子入リ

スープだからみんなと連うよ」といわれていましたが忘れていました．・・E・・

図3　高崎市立S小学校食物アレルギー対応研修会よ

　　り（高崎市医師会の松島宏先生よりご提供）

表4　一般向けエピペンの適応基準

一
般向けエピペンの適応（日本小児アレルギー学会）

・繰り返し吐き続ける

消化器の症状 ・持続する強い（がまんできない）おなかの

痛み

・のどや胸が締め付けられる
・ 声がかすれる

・犬が吠えるような咳
呼吸器の症状

・ 持続する強い咳込み

・ゼーゼーする呼吸
・ 息がしにくい

・唇や爪が青白い

・ 脈を触れにくい・不規則

全身の症状 ・ 意識がもうろうとしている

・ぐったりしている
・ 尿や便を漏らす

殴工・・賀

・・ 口口・h

　保護者
学校・医療機関に

　向かう

職員室

校長（不在時は教頭）

・情報の集約と指示出し

学校医への報告

教育委員会への報告

国
連絡

レ・一ホ・

指示 電話

給食室・共同鯛理場
（栄養教諭・栄養職員）

給食内容の確認

　救急車要請
エピペン使用時間の

　連絡

図4　高崎市立S小学校食物アレルギー対応研修会資
　　料p7より（高崎市医師会の松島宏先生よりご提供）

3．学校におけるアレルギー対応の体制整備

　学校における緊急時の体制整備として，「校内学校

アレルギー対策委員会」が中心となってシミュレー

ションを実施することである。それも，ロールプレイ

を実施して問題点を明らかにしていくことが重要であ

る。群馬県内の小学校で，実際に実施された食物アレ

ルギー対応研修会では，教室で給食の時間中に生徒が

誤食でアナフィラキシーを起こしたことを想定して，

教員が生徒や担任などの配役になって進行し，それを

全教職員が見学して評価した（図3，4）。その中で，

緊急時における各々の役割分担，アナフィラキシーへ

の対応方法（エピペンの適応など），救急要請のタイ

ミングなどさまざまな質疑が出た。校医・救急隊の役

割として参加した学校医の感想として，学校の先生は，

子どもにとっての生活の場である学校に持ち込まれた

「医学」を「学校生活の中での医療」に変換・実践す

ることに必死であった。一方，医師は医学の知識はあっ

図5　学校におけるアナフィラキシー緊急対応例

ても「学校」という現場の事情を知らないために，現

場で使える医療的な智恵がないと述べている。アレル

ギー疾患をもつ児童生徒が安心して学校生活が送れる

ように医療機関と学校の協力関係が非常に重要だと思

われる。

4．緊急時（アナフィラキシー）の対応

　救急対応を要した保育園児の症例を呈示する。3歳

の男児で，既往として約半年前に乳製品をなめてのア

ナフィラキシーがある。現病歴では，保育園のおやつ

の時間（15時45分）に，テーブルにこぼれた他の児童

のヨーグルトを触って口の周りをこすった。直後に5

mm程度の葦麻疹が数個，口周囲に出現し，くしゃみと

鼻水もみられた。担任が口周りと手を洗って15時47分

に抗ヒスタミン薬を内服させ，母親へ連絡した。皮膚

の赤みが拡大したため16時30分にフ゜レドニンを内服さ

せたが，全身が発赤したため救急車を要請した。

　救急搬送中に口周囲のチアノーゼが出現したため酸
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素投与し，同乗した母親がエピペンを使用。当院救急

外来到着時，全身が発赤し顔面の腫脹がみられた。点

滴しステロイドと抗ヒスタミン薬を投与したが，17時

45分に嘔吐と顔色不良を認めたため17時56分にボスミ

ン⑧（エピペンと同じ薬剤）の1回目を使用した。一

時赤みは減少傾向であったが，再度増強し，意識も混

濁したため18時18分にボスミン⑧2回目を行った。そ

の後，覚醒し活気が良好となり，数時間後に発疹も消

失した。

　この症例では，保育園の担任が早期に適切な対応（ア

レルゲンの除去と与薬）を実施したにもかかわらず，

エピペン（アドレナリン）3回の実施を要し，その後

に何とか回復している。

　大事故にならずに最小限の被害で治めるポイントと

しては，誤食に気づき発症したら早期に対応すること

が肝心である。重症化につながるポイントとしては，

アナフィラキシーを何度か起こし，特に，1年以内に

既往があった場合，微量で症状が出現し，かつ摂取し

てから症状が早く出現し，多臓器に症状が進行・拡大

する場合，気管支喘息のコントロールが不良である場

合は注意が必要である。

マニュアルでは，緊急時の対応として，現場に居合

わせた教職員が誰でもエピペンを打てる環境を整備す

るために，各校個別に研修を重ねるように提言した。

エピペン使用のタイミングとしては，小児アレルギー

学会の食物アレルギーワーキンググループが提唱して

いる一般向けエピペンの適応基準（表4）を，緊急時

対応マニュアル（図5）とともに全ての教職員が目に

留まるように掲示するなども必要と思われる。

　本マニュアル配布後に専門医師が講演活動を実施

し，その普及に向けて精力的に取り組んだ結果，全て

の教職員において急速に関心が高まっている。一方で，

学校現場や家庭　さらには医療の現場において，食物

アレルギー対応への不安が出て，学校給食の対応が後

退するような状況も出てきたという指摘もある。児童

生徒が安全に過ごせる学校生活を確保するために，学

校，医療，行政が密接に関わりながら取り組むことが

重要であろう。
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